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USPTO、改正特許法の施行規則案の意見募集を開始  

 

2012 年 1 月 6 日  

JETRO NY  諸岡  

 

 

米国特許商標庁（USPTO）は、昨年9月16日に成立した特許改革法 1（リー

ヒ・スミス米国発明法）のうち、1年後の2012年年9月16日施行部分及び1年半

後の2013年３月16日施行部分に関する施行規則案の公表を開始した。  

 

1月6日時点で公表されている規則案（官報）は4本であり、  

（１）  第三者による情報提供制度に関する規則（Changes To Implement  

the Preissuance Submissions by Thi rd Part ies  Provis ion of  the  

Leahy-Smi th  Amer ica Inven ts Act ） 2  

（２）  特許付与後異議申立制度導入等に伴う諸手続の規則（Changes To 

Miscel laneous Post Provis ions of  the  Leahy -Smi th Amer ica 

Invents Act） 3  

（３）  手続き上の不公正行為に関する規則（ Implementat ion of  Statute  of  

L imi tat ions Provis ions for  Off ice Disc ip l inary Proceedings） 4  

（４）  宣言書または宣誓書に関する規則（Changes To Implement the 

Inventor’s Oath or  Declarat ion Provi s ions of  the Leahy -Smi th 

Amer ica Invents  Act） 5  

となっており、（１）の第三者による情報提供制度については、濫用により、多

量の文献の提出を防ぐべく、文献数が3以下で最初に提出した場合は手数料が

免除されること等が提案されている 6。  

 

これら施行規則案は合計で９本の提示が予定されており、残りの５本は  

（５）  補充審査（Supplemental  Examina t ion）  

（６）  特許付与後レビュー（特許付与後異議申立制度  Post-Grant Review）  

（７）  当事者系レビュー（ In ter  Partes  Review）  
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 2011 年 9 月 16 日付 N Y 発知財ニュース：特許改革法案（リーヒ・スミス米国発明法
案）成立（P D F）参照  
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 2012 年 1 月 5 日付官報（P D F）  
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6  通常は$180 の手数料が必要。  
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（８）  ビジネス方法特許に対する経過措置（The Transi t ional  Program for  

Covered  Business Methods）  

（９）  真の発明者決定手続（Derivat ion）  

についての公表が1月中旬～下旬にかけて予定されている。  

 

これらの規則案には、いずれも60日間の意見募集期間が設けられており、

意見募集を経て正式に決定される。また、今回の規則案の公表にあわせて、

USPTOでは、2月から３月にかけて全米7箇所で説明会を開催 7する予定であ

る。  

 

 

 

（了）  
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 2 月 17 日の U SP TO での説明会を皮切りに、S u n n y v a l e（カリフォルニア州）、S a l t  
L a k e  C i t y（ユタ州）、D a l l a s（テキサス州）、 F t .  L a u d e r d a l e（フロリダ州）、
B o st o n（マサチューセッツ州）、Ch i c a g o（イリノイ州）の合計 7 箇所で開催される。
1 箇所当たり、1 日の開催。  


